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２．筑後川の現状と課題 

２．１ 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

２．１．１ 洪水対策 

（１）大臣管理区間※1 の洪水対策 

筑後川では、未曽有の被害をもたらした昭和 28 年 6 月水害以降、この洪水と同規模の洪

水に対して安全を確保するため、河川整備を進めてきました。しかし、令和 2 年度末時点の

大臣管理区間における堤防の整備状況は、堤防が必要な区間のうち、計画断面堤防の区

間の割合が約 58％です。特に、筑後川下流部の佐賀
さ が

江
え

川合流点から天
てん

建寺
け ん じ

橋までの区間

の右岸、筑後川中流部の豆津
ま め づ

橋から恵
え

利
り

堰までの区間の両岸には、堤防高及び堤防幅が

不足しているところが多くあります。 

また、 城
じょう

原
ばる

川、巨
こ

瀬
せ

川、隈
くまの

上
う え

川及び花月
か げ つ

川等の支川の大臣管理区間では、一部区間に

おいて洪水を流すことのできる河
か

道
ど う

の断面積が不足しています。特に花月川では、平成 24

年 7 月洪水において氾濫危険水位※2 を 2 度も超過、平成 29 年 7 月洪水において計画高水

位※３を大きく超過する水位を記録し、甚大な浸水被害が発生したことから、治水安全度の向

上が急務であり、抜本的改修も含めた検討を進める必要があります。また、城原川では平成

21 年 7 月洪水等、計画高水位を超過する水位を記録し、浸水被害が発生しました。城原川

は典型的な天井
てんじょう

川
がわ

※４であることから氾濫
はんらん

した場合の影響も大きく、治水安全度の向上が急

務です。また、巨瀬川では、平成 11 年 6 月、平成 16 年 9 月及び平成 24 年 7 月等、浸水被

害が頻発しています。隈上川では、平成 24 年 7 月に計画高水位を超え浸水被害が発生し

ています。なお、平成 29 年 7 月洪水において、佐田川では寺内ダムへの流入量が既往最

高を記録したものの、当時は渇水傾向で水位が低下していたことによる、利水容量への洪水

貯留や流木や土砂を捕捉したことにより、下流域での大きな被害を回避しました。 

さらに、筑後川は湾曲部が多く、水衝部
すいしょうぶ

※５となっている久留米市太郎
だいろう

原
ばる

町等では、局所的

な河岸の侵食や河床の深掘れが生じており、洪水時に護岸や堤防が崩壊する恐れがありま

す。 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－１－３ 河道内を満水状態で流下 

平成15年 7月洪水（城原川：神埼市） 

写真２－１－４ 堤防越水の危険な状況 

平成11年 6月洪水（城原川：神埼市） 

写真２－１－２ 無堤部からの溢水による氾濫 

平成11年 6月洪水（巨瀬川：久留米市） 

写真２－１－１ 河道内を満水状態で流下 

平成7年 7月洪水（花月川：日田市） 

※1.一級河川には、国土交通大臣が管理する区間と都道府県知事が管理する区間があります。このうち国土交通大臣が管理

する区間を「大臣管理区間」といいます。 

※2.河川が氾濫する恐れのある水位や安全に避難するために避難を開始すべき水位です。 

※3.河川改修で目標とする水位で、この水位を越えた場合、堤防決壊等により洪水氾濫が発生する危険性が高くなります。

※4.平常時の水位や川底の高さが周りの土地より高い河川を天井川といいます。 

※5.川の湾曲部で流れが強くあたるところです。 

※6.「計画断面堤防区間」とは堤防必要区間のうち、計画法線上に計画断面を確保している堤防が設置されている区間 

※7.「暫定断面堤防区間」とは堤防必要区間のうち、設置されている堤防が「計画断面堤防区間」に該当しない堤防の区間

※8.「無堤防区間」とは、堤防必要区間のうち、堤防が設置されていない区間 

表２－１－１     筑後川水系の大臣管理区間における堤防整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤防天端

令和2年度末時点

計画断面堤防区間※6 暫定断面堤防区間※7 無堤防区間※8

167.7 113.0 11.1

57.5 38.7 3.8

上段：堤防延長（km）
下段：整備率（％）

堤防が必要な
区間の延長

（km）

291.8
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２．筑後川の現状と課題 

 

写真２－１－５ 

平成21年 7月洪水（城原川：神埼市） 

写真２－１－６ 

平成24年 7月洪水（花月川：日田市） 

写真２－１－７ 

平成24年 7月洪水（隈上川：うきは市） 

写真２－１－８ 

平成29年 7月洪水（花月川：日田市） 

写真２－１－９ 

平成29年 7月洪水 

（佐田川（寺内ダム上流）：朝倉市） 

  

写真２－１－１０ 

令和2年 7月洪水（筑後川：日田市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巨瀬川においては、浸水被害が頻発しているほか、その他の支川でも、たびたび危険な状況と

なっています。 
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    令和2年8月横断測量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年8月横断測量 

 

図２－１－１  水衝部となっているところの河床の深掘れ状況（久留米市） 

筑後川は湾曲部が多く、水衝部となっているところでは、局所的に河岸の侵食や河床の深掘れが生じており、

洪水時に堤防等が崩壊する恐れがあります。 

34k400 

33k400 

33k400 左岸 右岸 

河床の深掘れ 

34k400 左岸 右岸 

河床の深掘れ 
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２．筑後川の現状と課題 
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２．筑後川の現状と課題 
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２．筑後川の現状と課題 

 

（２）大臣管理区間に流入する支川の状況 

筑後川の中下流域は低平地であるため、筑後川の水位が高くなると支川からの排水が困

難となります。特に筑後
ち く ご

大堰
おおぜき

下流部は、有明海の潮汐の影響を受けるため、潮位が高い時

には自然排水が更に難しくなります。 

このため、水門・樋門等を通じて筑後川等に流入する支川の合流点には、排水対策として、

昭和 20 年代以降、46 箇所※の排水機場が設置されています。 

しかし、都市化等による土地利用の変化に伴い、昭和 57 年 7 月、平成 2 年 7 月、平成 11

年 6 月及び平成 13 年 7 月洪水等において、花
はな

宗
むね

川、佐賀
さ が

江
え

川、馬場
ば ば

川、 寒
しょう

水
ず

川等の支川

で排水不良による浸水被害が発生しています。 

また、平成29年7月洪水において、 桂
かつら

川等で堤防決壊による浸水被害が発生した他、赤
あか

谷
たに

川等で斜面崩壊が同時多発的に発生し、洪水が大量の土砂や流木とともに氾濫したこと

で、広範囲に甚大な被害が発生しています。 

さらに、平成30年7月洪水では、久留米市街部において下
し も

弓削
ゆ げ

川や池町
いけまち

川などからの排

水不良により、内水による浸水被害が発生しています。以降、令和元年 7 月、8 月、令和 2

年 7 月及び令和 3 年 8 月洪水等において、4 年連続で甚大な浸水被害が発生しています。 

※.国土交通省所管以外の施設を含む（令和4年3月時点） 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－１－１１ 

馬場川周辺[神埼市千代田町詫田]（昭和 57年 7月） 

写真２－１－１２ 

花宗川周辺[大川市向島]（平成 11年 6月） 

写真２－１－１３ 

佐賀江川流域[佐賀市神野]（平成 2年 7月） 
写真２－１－１４ 

寒水川流域[みやき町田島]（平成 13年 7月） 

写真２－１－１５ 

桂川流域[朝倉市比良松]（平成 29年 7月） 

写真２－１－１６ 

赤谷川・乙石川流域[朝倉市松末]（平成 29年 7月）

写真２－１－１７ 

  下弓削川流域[久留米市東合川]（令和 3年 8月） 
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２．筑後川の現状と課題 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－１－１８ 

大川市紅粉屋（平成 11年 9月高潮） 
写真２－１－１９ 

佐賀市早津江（平成 18年 9月高潮）

筑後川下流部及び早津江川等では、堤防の高さや幅が不足しているところが多く、高潮により度重なる浸

水被害が発生しています。 

２．１．２ 高潮対策 

筑後川の河口は、国内最大の干満差を有する有明海の湾奥部に位置し、河口が南西方向

に向いていることから、台風が九州の西側海上を通過すると高潮が発生しやすい特性を持っ

ています。また、筑後川の下流域は、干拓等によって形成された低平地であるため、高潮対策

を必要とする区間は、河口（0k000）から田
た

手
で

川合流点付近までの延長約 11km に及びます。 

令和 2 年度末における高潮対策区間の堤防の整備状況は、堤防が必要な区間のうち、計

画断面堤防の区間の割合が約 34％です。大川市紅粉屋
べ に や

等では、昭和 60 年 8 月台風 13 号

及び平成 11 年 9 月台風 18 号による高潮で、度重なる浸水被害を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１－２     筑後川水系の高潮対策区間における堤防整備状況 

 

 

 

 

 

 

令和2年度末時点

計画断面堤防区間 暫定断面堤防区間 無堤防区間

18.0 34.5 0.0

34.3 65.7 0.0

上段：堤防延長（km）
下段：整備率（％）

堤防が必要な
区間の延長

（km）

52.5

43



２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－４   堤防整備状況（高潮対策区間） 

城原川 

2k400 地点 

筑後川 

11k000 地点 

海岸堤防 
海岸堤防 

令和 2年度末時点
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２．筑後川の現状と課題 

(km)

令和 2年 3月現在

２．１．３ 堤防の安全性 

筑後川の堤防は、過去の度重なる洪水や被災等の履歴に基づき、築造・補修が行われてき

ました。築堤材料や施工方法が異なることから、堤体の強度が必ずしも明確ではありません。 

筑後川においては、平成 24 年 7 月の九州北部豪雨災害を踏まえて実施した堤防の緊急点

検において、被災履歴やこれまでの点検結果等の既存データを活用しつつ再確認し、堤防の

浸透に対する安全性が不足する箇所、流下能力が不足する箇所、水衝部等の侵食に対する

安全性が不足する箇所を「対策が必要な区間」として公表しており、これまでも、堤防の浸透や

侵食に対して安全性が不足する箇所について詳細な調査・検討を行い、必要な対策を実施し

ています。 

その後の平成 27 年 9 月関東・東北豪雨を契機に、上下流バランスや対策の優先度等を勘

案の上、改めて優先的に整備が必要な区間を設定し、鋭意対策を進めています。 

さらに、水害リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備

に至らない区間などについて、越水が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ば

すよう堤防構造を工夫する等の対策（危機管理型ハード対策）を行う区間を設定し、対策を進

めました。 

筑後川中下流の河川の堤防には、広い範囲で菜の花（セイヨウアブラナ、セイヨウカラシナ）

が生育し、筑後川の春の風物詩にもなっています。菜の花の腐った根にはミミズが繁殖し、そ

のミミズを捕食するモグラが掘る穴によって堤防が弱体化する恐れがあります。また、近年では

ダイコン（ノダイコン、ハマダイコン）の生育範囲も広がっていることから、これらの動植物の堤

防への影響が懸念されます。 

 

表２－１－３      優先的に整備が必要な区間 

 

 

 

 

 

※支派川の大臣管理区間を含む。なお、表 3-2-1(1)の計画対象区間に限る 

浸透対策 パイピング対策

筑後川 10.4 2.6 2.2 5.8 0.0

内訳

河川名
実施区間延長

（各対策の重複を除く） 流下能力
不足対策

侵食・
洗掘対策

堤防の浸透に対する安全性
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２．筑後川の現状と課題 

堤防は、過去の被災などの履歴に基づいて、順次、拡築や補修が行われたため、土質が不均

一であり構成は複雑です。 

図２－１－５   堤防断面の土質構成の事例（久留米市東櫛原） 

写真２－１－２０ 

久留米市北野町において発生した自噴 

（令和 2年 7月） 

写真２－１－２１ 

危機管理型ハード対策実施箇所（三井郡大刀洗町）
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２．筑後川の現状と課題 

２．１．４ 地震・津波対策 

平成 28 年 4 月に発生した「平成 28 年熊本地震」では、4 月 14 日、16 日と相次いで観

測した震度 7、その後発生した余震等の影響により、一級河川緑川や白川では、堤防等の河川

管理施設において、ひび割れや沈下などの変状が多数発生したことから、出水期を前に迅速

な応急対策や 24 時間体制による緊急的な復旧工事を実施しました。 

筑後川においても、今回の「平成 28 年熊本地震」で得られた教訓や課題等を踏まえて、堤

防等の耐震対策の計画的な実施や河川管理施設の被災に伴う治水機能の低下の防止や軽

減、早期の治水機能の復旧等を図るため、大規模な震災が発生することを想定した事前の準

備や発災後の対応等の検討や対策を行う必要があります。 

また、筑後川では津波による大きな浸水被害等は発生していませんが、平成 23 年 3 月 11 

日に発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」による災害を契機に、津波についても、洪水、

高潮と並んで計画的に防御対策を検討すべき対象として河川法（平成 25 年 6 月一部改正）

に位置づけられました。 

河川津波対策については、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたら

す「最大クラスの津波」に対しては、施設対応を超過する事象として住民等の生命を守ることを

最優先として、津波防災地域づくり等と一体となって減災を目指すこととされています。また、最

大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす「施設建

設上の想定津波」に対しては、津波による災害から人命や財産等を守るため、海岸における防

御と一体となって河川堤防等により津波災害を防御することとしています。 

筑後川においても、津波による浸水被害の防止又は軽減を図るため、堤防・水門等の河川

管理施設の津波対策を講じるとともに、「津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年 12 月

27 日施行)」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、津波防災地域づくり等の取組

を支援していく必要があります。 
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２．筑後川の現状と課題 

２．１．５ 施設の能力を上回る洪水等への対応 

支川花月川において、平成 24 年 7 月九州北部豪雨では 2 箇所の堤防が決壊し、さらには

平成 29 年 7 月九州北部豪雨では堤防から洪水が越水するなど、大規模な浸水被害が発生し

ました。また、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防の決壊により家屋が倒壊・流

失し、また多数の孤立者が発生しました。 

今後も施設の能力を上回る洪水による水害が起こりうることから、行政・住民・企業等の各主

体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫した場合でも被害の軽減を図るための避

難や水防等の事前の計画・体制、施設による対応が備えられた社会を構築していく必要があり

ます。 

河川整備については、上下流バランスの確保等を図る必要があることや財政等の制約もあ

ることから、氾濫の危険性が高い区間であっても早急に解消することが困難な場合があります。

これらのことから、従来からの洪水を安全に流すためのハード対策に加え、決壊までの時間を

少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を必要に応じ水害リスクが高い区間等にお

いて検討するなど、地域におけるソフト対策と連携して被害の軽減を図る取組を進めていく必

要があります。 
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２．筑後川の現状と課題 

２．１．６ 気候変動への適応 

近年、我が国においては、時間雨量 50mm を超える短時間強雨や総雨量が数百ミリから

千ミリを超えるような大雨が発生する頻度が増加し、全国各地で毎年のように甚大な水害が発

生しています。さらに、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、今後さらなる大雨や短時間

強雨の発生頻度、大雨による降水量等が増大することが予測されています。これにより、施設

の能力を上回る洪水が頻発するとともに、発生頻度は比較的低いが施設の能力を大幅に上

回る極めて大規模な洪水が発生する懸念が高まっています。 

その一方で、将来において無降水日数の増加や積雪量の減少による渇水の増加が予想さ

れており、地球温暖化に伴う気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、さらなる渇

水被害が発生することが懸念されています。 

このため、気候変動による災害外力の増大と、それに伴う洪水や渇水被害の激甚化や発生

頻度の増加等、様々な事象を想定し、対策を進めていくことが必要になります。 
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２．筑後川の現状と課題 

２．１．７ 河川管理施設の維持管理 

筑後川は、河川延長が長く、流域面積も大きいことから、河川管理施設※の数が多く、大規

模な施設も多数存在します。これらの施設は、昭和 40 年以前に築造されたものが多く、今後、

老朽化による機能低下が顕在化し、更新時期が集中することが考えられます。 

また、河川管理施設の操作に従事する操作員の高齢化等による担い手不足など、今後の

操作員の確保が困難となってきており、迅速かつ適確な操作体制の維持が課題となってきて

います。 

（１） 堤防 

堤防は、経年劣化や不同沈下、降雨・浸透・洪水・地震等の自然現象、車両乗り入れ等の

人的な影響をうけ、その機能を低下させるクラック、わだち、裸地化、湿潤状態等が発生し、

放置すると、堤防の弱体化の恐れや洪水時の変状拡大等、大規模な損傷につながる恐れ

があります。筑後川の堤防は、長い治水の歴史のなかで、築造・補修等を重ねてきたため、

堤体材質が不均一であるとともに、過去の被災の状況に応じて嵩上げ、腹付け等の補強・補

修工事を重ねてきた結果として現況の断面（高さ、天端幅、法勾配等）が定まっているもので

あり、堤防の安全性を確保するためには、所要の耐浸透機能、耐侵食機能、耐震機能を維

持することが必要です。 

（２） 護岸、根固工、水制工 

護岸、根固工、水制工の前面の河床洗掘、法覆工や天端工の背面の土砂吸出し、ブロッ

クのめくれや滑動等の変状は、護岸等の機能を低下させ、洪水時の大規模な損傷等につな

がる恐れがあります。筑後川においても、護岸等の変状が確認されており、護岸の耐侵食機

能に重大な支障が生じると判断した場合は、適切な維持管理が必要です。 

（３） 水閘門等（堰・樋門・樋管・水門・排水機場、陸閘、閘門、床固） 

筑後川には、堰、樋門・樋管、排水機場等 366 の施設があります。これらの施設は昭和４０

年以前に築造されたものが多く、今後、老朽化による機能低下が顕在化し、施設更新時期

が集中することが想定されます。筑後川では、老朽化に伴う水閘門等の変状等が確認され

ており、損傷・腐食・劣化により施設機能の維持に重大な支障が生じると判断した場合には

対策を行うとともに、長寿命化計画や定期点検の結果等に基づき効率的に維持管理する必
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－１－２２ 

  老朽化した河川管理施設（樋門） 

表２－１－４             河川管理施設数 

写真２－１－２３ 

老朽化した河川管理施設（開閉機） 

樋門のゲートや開閉機の老朽化が進んでいます。 

※河川管理施設とは、河川管理者（国）が河川の治水・利水・環境の目的で設置した、ダム、堰、堤防、護

岸等の工作物です。  

 

要があります。 

 また、樋門・樋管や排水機場等の施設操作については、操作員の高齢化等による担い

手不足、局所的な集中豪雨の頻発による操作頻度の増加等が懸念され、操作に対する負

担が増大していることから、迅速かつ適切な操作を行えるようにするため自治体等による組

織的な操作体制を確保するなどの対応が必要となります。 

（４） ダム 

ダムについては、ダムの状態を定期的・継続的に把握し、必要な更新・対策を実施するこ

とで、ダム施設の安全性及び機能を長期にわたって保持するとともに、貯水池機能を保全す

るよう努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※河川管理施設数には佐賀導水路分の施設を含みます。 

 

 

 

 

 

筑後川には、昭和 40年以前に築造された施設が多く存在しています。 

種別
樋門
樋管

水門 排水機場 堰 床固 陸閘 閘門 ダム
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２．筑後川の現状と課題 

２．１．８ 河道の維持管理 

河道は、出水による地形の変化や植生の消長等による流下断面の変化等が生じることによ

り、河道の流下能力の変化や構造物周辺の河床低下に伴う安全性の低下、土砂堆積に伴う

河川構造物の操作性への支障、河岸侵食による堤防の安全性への懸念等があり、適切な維

持管理に努める必要があります。このため、日々の河川巡視、定期的な点検、測量、航空写

真撮影および環境調査等を実施するとともに、測量により取得した三次元データ等で河道の

状態変化を把握・記録し、必要に応じて土砂掘削や樹木伐採を行うなどの適正な維持管理に

努める必要があります。 

筑後川では、土砂の堆積や河道内樹木の繁茂等により流下能力を阻害する一方で、局所

的な深掘れが生じ、堤防や護岸等の崩壊等が懸念されます。特に、平成 24 年 7 月九州北部

豪雨、平成 29 年 7 月九州北部豪雨等により、上流で山地崩壊しており、土砂、流木が洪水と

ともに流下し、河床の上昇等が懸念されるため、監視が必要です。また、筑後大堰下流部は、

有明海の干満により、微粒子の土砂（以下、「ガタ土」という。）が堆積しやすく、水門・樋門等

の周辺に堆積した場合には、洪水時のゲート開閉及び排水機能に支障をきたす恐れがありま

す。また、ガタ土の堆積が進むと、河川の流下能力が低下し、治水上、支障が生じる恐れがあ

ります。 

河道内の樹木等は、繁茂が著しくなると、河道の流下能力が低下し、洪水時の水位上昇に

つながるとともに、洪水時に流木となり、橋梁部において集積した流木による河道閉塞等によ

る氾濫の恐れがあります。このため、適切な維持管理が必要です。 
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２．筑後川の現状と課題 

図２－１－６   河床の局所的な深掘れの状況（小森野床固下流：久留米市）

写真２－１－２５   

河道内の樹木繁茂状況（久留米市）

写真２－１－２４ 

 河川管理施設周辺のガタ土堆積（花宗水門：大川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑後川中流部では、河道内に樹木が繁茂しており、

洪水流下の阻害となる恐れがあります。 

小森野床固の下流部では、局所的な河床の深掘れが発生しており、堤防や護岸等が崩壊する恐れがあり

ます。 

小森野床固 

筑後川 

筑後川下流部には有明海特有のガタ土が堆積していま

す。 

（単位：ｍ） 
平常時の水面からの水深 
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２．筑後川の現状と課題 

２．２ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

２．２．１ 利水をとりまく状況 

筑後川の水は、上流から下流に至るまで、発電用水や農業用水等で繰り返し利用され、水

道用水として、流域内の久留米市及び鳥栖市等で利用されているほか、導水路を通じて福岡

県南地域、佐賀東部地域及び福岡都市圏へ広域的に供給されています。 

瀬ノ下地点における過去 70 年間（昭和 25 年～令和元年）の流況は、平均低水流量※1 約

47m3/s、平均渇水流量※2 約 35m3/s で、年総流出量の平均は約 36 億 m3 となっています。これ

に対して年総取水量※3 は 60 億 m3 を超えています。 

 

 

筑後川の水は、発電用水や農業用水等で繰り返し利用され、年間の総流出量以上の水利用がな

されています。下流では、筑後大堰から流域を越え広域的に導水され、福岡県南地域、佐賀東

部地域、福岡都市圏等の重要な供給源となっています。 

図２－２－１  筑後川の水利用模式図 

※1.低水流量とは1年のうち、275日はこれを下らない流量 
※2.渇水流量とは1年のうち、355日はこれを下らない流量 

※3.年総取水量とは許可水利権※4（農業、発電、水道、工業及びその他用水）の実績取水量 
※4.水利権とは河川の水を使用（取水や貯留等）する権利のことです。 

水利権には河川管理者の許可を受けた許可水利権と旧河川法施行前（明治29年以前）から主に農業用水として慣行的

に占用している慣行水利権とがあります。 
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

図２－２－２   筑 後 川 取 水 系 統 図 
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5.168m3/s

佐賀県
東部工水
1.250m3/s

23.154m3/s

山
神
水
道

基
山
水
道

0.093
m3/s

※　令和4年4月30日現在
      主要な水利権を記載
　　  水量は期別最大取水量を記載

大
山
ダ
ム

赤石川

小
石
原
川
ダ
ム
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２．筑後川の現状と課題 

① 農業用水 

筑後川水系では、農業用水として約47,000ha に及ぶ耕地のかんがいに利用されています。

筑後川から取水される農業用水は、夜明
よ あ け

地点から瀬ノ下地点まで最大約 54m3/s、瀬ノ下地点下

流の筑後大堰湛水域から最大約28m3/s が取水されています。 

筑後川の中下流域では麦と米の二毛作が盛んであり、田植えが麦の刈り取り後の 6 月中下

旬に集中すると、一斉に農業用水を取水することになり、河川流量が低減し農業用水が安定的

に取水できなくなるなどの障害が生じています。 

 

② 発電用水及び工業用水 

筑後川水系では、上流域において水力発電用水として利用されており、 柳
やなぎ

又
また

発電所や夜明
よ あ け

発電所など 21 箇所の発電所で総最大取水量は約436m3/s、総最大出力は約260,000kw に達し

ています。工業用水は、久留米市に立地するゴム工場の工業用水や佐賀東部地区の工業用水

等として、合計約2.1m3/s が利用されています。 

 

③ 水道用水 

水道用水としては、日田市、久留米市及び鳥栖市等において取水されているほか、江川ダ

ム、寺内ダム、合所ダム、大山ダム、小石原川ダム及び筑後大堰等で開発された水が、福岡県

南地域、佐賀東部地域及び福岡都市圏まで導水され、広域的に利用されています。現在、水道

用水として合計約9.6m3/s が取水されています。 

 

 

 

 

 

表２－２－１  筑後川水系の水利用状況 （許可水利権）  （令和4 年4 月時点 国許可分） 

種  別 取⽔量（m3/s） 件  数

農業⽤⽔ 101.628 34

⽔道⽤⽔ 9.627 8

⼯業⽤⽔ 2.193 5

発電⽤⽔ 436.258 21

そ の 他 0.3499 8

合 計 550.0559 76
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－２－２  城原川日出来橋付近 

（平成17 年6 月23 日） 

農業用水を多く必要とするかんがい期の降雨量が少ないと、河川流量が減少し、農業用水の取水や魚類

等の生息・生育・繁殖環境に対して影響を及ぼします。 

２．２．２ 渇水の発生状況 

筑後川流域は、平成6年及び平成14年に代表されるように、近年でも大きな渇水に見舞われて

います。記録的な少雨となった平成 6 年の平成大渇水では、農業用水、工業用水及び水道用水の

取水に影響を及ぼし、過去にない多岐にわたる渇水調整が実施されました。現在においても、慢性

的な水不足の状態にあり、概ね２年に１回程度の割合で取水制限や渇水調整が行われています。 

平成 17 年の渇水は、6 月の記録的な少雨により河川流量が減少し、農業用水が安定的に取水

できなくなるなどの障害が生じました。また、瀬や淵の減少や魚類等の生息・生育・繁殖環境など、

河川環境にも影響を与えました。 

このように、筑後川では、農業用水の取水が集中する 6 月中下旬において、たびたび河川流量

が不足しています。このため、平成 13 年度から、松原ダムの洪水調節容量の一部を活用した弾力

的管理試験を実施し、河川環境の改善に努めていますが、夏期における不特定容量※は寺内ダム

と大山ダム及び小石原川ダムに確保されている 1,710 万 m3のみという状況にあり、依然として少な

い状態にあります。 

また、近年の少雨傾向等により、支川においても、頻繁に渇水が発生しており、水利用や河川環

境に影響を与えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－２－１  筑後川橋下流付近 

（平成17 年6 月22 日） 

※.不特定容量とは不特定用水を確保するためのダム容量をいいます。 

  ・筑後川水系の各ダムで確保している夏期の不特定容量は、寺内ダムの70万m3と大山ダムの470万m3、小石原川ダムの1,170万m3の 

合計1,710万m3 

・筑後川水系の各ダムで確保している冬期の不特定容量は、松原ダム及び下筌ダムの2,500万m3と寺内ダムの70万m3・大山ダムの 

470万m3、小石原川ダムの1,170万m3合計4,210万m3 
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２．筑後川の現状と課題 

２．３ 河川環境の整備と保全に関する事項 

２．３．１ 自然環境 

（１）自然環境 

①上流部（松原ダムから夜明峡谷までの区間） 

松原ダムから夜明峡谷にかけての上流部では、急勾配の河道内にツルヨシ群落、

河岸にはアラカシ等の高木林が広く分布しています。河床は礫及び玉石等からなり、

山間の渓流を好むカジカガエル、清流を好むゲンジボタル等が生息しています。また、

瀬にはアユ、淵にはウグイ等の魚類が生息しています。渓流には、水辺に近い崖地

に巣穴を掘り小魚を捕食するカワセミ等の鳥類が生息しています。 

当該区間を特徴づける環境としては、アユの採餌場及び繁殖場となる連続する瀬

と淵、オヤニラミの生息場となる水生植物帯、イカルチドリの繁殖場となる自然裸地な

どがあります。また、支川の花月川には、アユの採餌場及び繁殖場となる連続する瀬

と淵、オヤニラミの生息場となる水生植物帯、イカルチドリの繁殖場となる自然裸地な

どがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小五馬橋 

写真２－３－１ 筑後川上流部（89km 付近） 

三隈橋

写真２－３－２ 筑後川上流部（73km 付近）

写真２－３－３ 早瀬 写真２－３－４ 水生植物帯 写真２－３－５ 自然裸地 
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

松原ダム直下から日田市街部までの区間では、発電用水の取水により河川流量が

減少していましたが、近年、河川環境への関心が高まり、地域住民及び自治体による

流量回復へ向けた運動が行われました。このため、平成 12 年の水利権更新時に地域

住民、自治体及び関係機関等が協議し、発電用水の取水口から下流に流す河川流

量を増やすことが決まりました。河川流量の増加によって、 響
ひびき

アユと言われる大型の

アユが戻ってくるなど動植物の生息・生育・繁殖環境が改善されつつあります。地域

住民からは、さらなる河川環境の向上を望む声もあり、平成 23 年からは大山川におい

て「流量変化による河川環境改善放流」の社会実験が行われるなど、地域関係者が

一体となった取り組みが継続されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 12 年 3 月に、通年 1.5m3/s であった大山川堰直下地点の河川流量は 4.5m3/s（3/21～9/30）、
1.8m3/s（10/1～3/20）に増量し、水利権が更新されました。また、平成 12 年 11 月には、通年 0.5m3/s
であった松原ダム直下地点の河川流量は通年 1.5m3/s に増量し、水利権が更新されました。 

写真２－３－９    流量回復による河川環境の変化（千丈橋上流） 

■河川流量回復前 ■河川流量回復後

写真２－３－６ アユ 写真２－３－７ オヤニラミ 写真２－３－８ イカルチドリ 
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２．筑後川の現状と課題 

筑後川上流域では、平成 3 年 9 月の台風 19 号により大規模な風倒木が発生し、

松原ダム及び下筌ダムにおいて、貯水池への流木及び濁水の流入、堆砂の進行等

のダム管理上の問題が生じました。ダム貯水池内に土砂や濁水が流入すると堆砂や

水質悪化の原因ともなります。このため、ダム貯水池内への土砂や濁水の流入を防止

又は軽減するために、整備した貯砂ダムや樹林帯の維持管理を行っています。 

 

②中流部（夜明峡谷から巨瀬川合流点付近までの区間） 

夜明峡谷から巨瀬川合流点付近にかけての中流部では、瀬、淵、ワンド及び河原

など、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境が形成されています。水際にはツルヨシ

群落が広く分布し、高水敷には九州北部では少ないセイタカヨシ群落も分布していま

す。河床は砂や礫等からなり、瀬で産卵するアユ、緩流域を好むウグイ、抽水植物に

産卵するオヤニラミ等の魚類が生息しています。陸域では、礫河原で繁殖するコアジ

サシなどの鳥類、オギなど高水敷のイネ科植物に巣をつくるカヤネズミなどの哺乳類

が生息しています。 

当該区間を特徴づける環境としては、アユの採餌場及び繁殖場となる連続する瀬と

淵、タナゴ類の生息場となるワンド・たまり、コアジサシの繁殖場となる自然裸地などが

あります。また、支川の巨瀬川、小石原川、佐田川、隈ノ上川には、アユの採餌場及

び繁殖場となる連続する瀬と淵、タナゴ類の生息場となるワンド・たまり、ミナミメダカの

生息場となる複雑な水際部、オヤニラミの生息場やヒクイナの採餌場となる水生植物

帯、イカルチドリの繁殖場となる自然裸地などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 図２－３－１１ 筑後川中流部（49km 付近）

朝羽大橋

写真２－３－１０ 筑後川中流部（57km 付近） 

原鶴大橋 
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
写真２－３－１５ アユ 写真２－３－１６ アブラボテ 写真２－３－１７ コアジサシ 

写真２－３－１４ 自然裸地 写真２－３－１２ 連続する瀬 写真２－３－１３ ワンド 
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２．筑後川の現状と課題 

朝羽大橋付近では、過去の砂利採取等による河原や中洲の消失等、河床の単調

化が見られましたが、現在では、瀬、淵、ワンド、河原及び中洲等が連続した多様な河

川環境を有する区間となっています。また、両筑橋上流の砂礫質の中洲は陸地から

隔離され、コアジサシ及びツバメチドリ等の鳥類の集団繁殖地となっています。 

近年では、砂利採取等による河床低下や洪水による撹乱
か く ら ん

頻度の減少等が一因と考

えられる河原の草地化、河道内での樹木の繁茂等、河川環境の変化が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真２－３－１８  朝羽大橋付近における河川環境の経年変化

瀬、淵、ワンド、河原及び中洲等が連続し多様な河川環境が形成されています。 

河岸では草地化や樹木の繁茂も見られます。 

朝羽大橋

朝羽大橋

湾曲部の内側には広大な河原が形成されています。 

砂利採取等により河原が消失し河川環境が単調化しています。 

昭和23年

昭和53年

平成18年
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２．筑後川の現状と課題 

③中流部（巨瀬川合流点付近から筑後大堰までの区間） 

巨瀬川合流点付近から筑後大堰までの久留米市街部の区間は、筑後大堰及び小

森野床固の湛水域となっています。この区間では、過去、日本住血吸虫病撲滅対策

としてのコンクリート護岸等の整備及び砂利採取等が行われたことから、瀬及び河原

のない単調な河川環境となっています。 

当該区間を特徴づける環境としては、ミナミメダカの生息場となる複雑な水際部、ツ

リスガラの採餌場となる河辺草本群落（ヨシ類）などがあります。また、支川の宝満川、

高良川には、ミナミメダカの生息場となる複雑な水際部、ヒクイナの採餌場となる水生

植物帯などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－３－１９ 筑後川中流部（33km 付近） 

神代橋 

写真２－３－２０ 複雑な水際部 写真２－３－２１ 水生植物帯
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

④下流部（筑後大堰から河口までの区間） 

筑後大堰から河口にかけての下流部は、河口から筑後大堰までの約 23km に及ぶ

長大な汽水域と、河岸干潟やヨシ原が特徴的です。国内最大の干満差を有する有明

海、長大な汽水域、河川流量及び河道形状等の関係から作り出される、塩分濃度の

異なる汽水域の環境は、有明海流入河川の中においても独特です。この汽水域には、

海水性や淡水性の動植物に加え、汽水性の動植物が生息・生育・繁殖する多様な環

境が形成されています。 

当該区間を特徴づける環境としては、クルメサヨリの産卵場、オオヨシキリの繁殖場、

ヒクイナの採餌場となるヨシ原、ムツゴロウ、ハラグクレチゴガニの生息場となる干潟、ア

マサギの採餌場となる低・中茎草地などがあります。また、派川の早津江川には、ムツ

ゴロウ、シオマネキの生息場やツクシガモ、クロツラヘラサギの採餌場となる干潟、ツリ

スガラの採餌場となるヨシ原、支川の城原川には、ムツゴロウの生息場となる干潟、ヒク

イナの採餌場となるヨシ原などがあります。 

 

 

 

 

 

 

写真２－３－２４ 筑後川下流（15km 付近） 

下田大橋 

写真２－３－２５ 筑後川下流部（1km 付近）

新田大橋

写真２－３－２２ ミナミメダカ 写真２－３－２３ ヒクイナ 
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２．筑後川の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩分濃度が低い汽水域の上流部は、エツ（環境省：絶滅危惧ⅠB 類）、アリアケシラ

ウオ（環境省：絶滅危惧ⅠA 類）及びアリアケヒメシラウオ（国内希少野生動植物種、環

境省：絶滅危惧ⅠA 類）等、貴重な魚類の産卵場となっています。 

汽水域では、航路維持のための浚渫
しゅんせつ

や過去に行われた砂利採取等が一因と考え

られるヨシ原や砂干潟の減少及び底質の細粒化等、汽水域環境の変化を示す現象

が見られます。また、筑後川の感潮域及び有明海は、環境省の「生物多様性の観点

から重要度の高い湿地（No.463 有明海および筑後川河口）」※にも選定されていること

から、これらの環境の保全へ向けた取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

※.環境省では、地域住民等が湿地の重要性を認識し、湿地保全・再生の取組を活性化することを目指して、「日
本の重要湿地 500」（平成 13年公表）の見直を行い、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」として 633
箇所を選定し、平成 28年 4月に公表しています。有明海および筑後川河口は、大陸遺存性で内湾を好む淡

水魚類の生息地等（有明海周辺）、湿地性鳥類の重要な渡来地、淡水魚類の主要な繁殖地、国内の他地域に
は見られない大陸遺存性で内湾を好む底生動物の生息地等（筑後川河口）として選定されています。 

写真２－３－２６ ヨシ原 写真２－３－２７ 干潟 
写真２－３－２８ 

干潟・転石・ヨシ原 

写真２－３－２９ オオヨシキリ 写真２－３－３０ ムツゴロウ 
写真２－３－３１ 

ハラグクレチゴガニ 

写真２－３－３２ エツ 
写真２－３－３３ 
アリアケシラウオ 

写真２－３－３４ 
アリアケヒメシラウオ 

65



２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－３６ 
  夜明ダム（日田市） 

写真２－３－３５ 
お茶屋堰（城原川：神埼市） 

⑤河川の連続性 

堰等の河川横断工作物や樋門等の一部は、河川を遡上・降下する魚類等が河川

の上下流や、河川と水路を自由に移動できない可能性があるため、状況に応じて河

川の連続性を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥外来種 

外来種は、在来種を減少させたり、絶滅の可能性を高める等の問題を引き起こすお

それがあります。筑後川においても、オオクチバス、ブルーギル、オオフサモ、ブラジ

ルチドメグサ等の特定外来生物が確認されています。 

 

⑦日本住血吸
にほんじゅうけつきゅう

虫 病
ちゅうびょう

対策 

筑後川の中流域は、かつて日本住血吸
にほんじゅうけつきゅう

虫 病
ちゅうびょう

（筑後地域の俗称で「ジストマ」とい

う）の流行地で、地域住民は古くからこの病気に悩まされてきました。大正 2 年 7 月、

病原体である日本住血吸虫の唯一の中間宿主であるミヤイリガイが、鳥栖
と す

市酒井
さ か い

に

おいて世界で初めて発見されました。その後、昭和 30 年代になって関係機関は対策

協議会を設置し、日本住血吸虫病撲滅のため、ミヤイリガイの生息環境の消滅を目的

とした河川敷整地や水路のコンクリート化などを実施しました。また、ミヤイリガイの生

息地域から外部へ土砂の持ち出しを行わないように規制しました。このような対策の効

果が着実に進み、平成 2 年に「安全宣言」が行われ、その後もミヤイリガイの生息確認

のモニタリング調査が継続されましたが、ミヤイリガイは発見されず、平成 12 年 3 月に
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－３７   

日本住血吸虫病の中間宿主である 

 ミヤイリガイ（成貝は長 7mm、径 2.5mm 程度）

写真２－３－３８   

高水敷整地及びコンクリート護岸等による 

ミヤイリガイの駆除（昭和 57 年頃） 

図２－３－１ 

日本住血吸虫の感染経路 

出典）筑後川流域における日本住血吸虫病とミヤイリ

ガイ（筑後川流域宮入貝撲滅対策連絡協議会） 

対策協議会を解散し活動を終えました。 
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２．筑後川の現状と課題 

表２－３－１（１）   筑後川水系で確認された重要種※ 

【上流部（松原ダムから夜明峡谷までの区間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 科 重　要　種

ﾎﾝｸﾞｳｼﾀﾞ科 サイゴクホングウシダ(大分県:絶滅危惧ⅠA類)
アキザキヤツシロラン（大分県:絶滅危惧ⅠB類）
フウラン（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧ⅠB類）

ｲｸﾞｻ科 ヒメコウガイゼキショウ（大分県:絶滅危惧Ⅱ類）

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科 コジュズスゲ（大分県:準絶滅危惧）

ﾕｷﾉｼﾀ科 ネコノメソウ（大分県:絶滅危惧ⅠB類）

ﾀｺﾉｱｼ科 タコノアシ(環境省:準絶滅危惧,大分県:絶滅危惧ⅠB類)

ｵｵﾊﾞｺ科 カワヂシャ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)

ｼｿ科 ミゾコウジュ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)

ｷｸ科 オナモミ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)

ｻｷﾞ科 チュウサギ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)
オシドリ(環境省:情報不足,大分県:準絶滅危惧)
トモエガモ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾐｻｺﾞ科 ミサゴ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)
ハチクマ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)
オオタカ(環境省:準絶滅危惧,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)
ハイタカ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)
ノスリ(大分県:準絶滅危惧)
サシバ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)
チュウヒ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠB類,大分県:絶滅危惧ⅠB類)
コチドリ(大分県:準絶滅危惧)
シロチドリ(環境省：絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)

ｶﾓﾒ科 コアジサシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧ⅠA類)

ｻﾝｼｮｳｸｲ科 サンショウクイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧ⅠＢ類)

ﾎｵｼﾞﾛ科 ホオアカ(大分県:準絶滅危惧)

ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ科 スナヤツメ南方種(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧ⅠB類)
ゲンゴロウブナ(環境省:絶滅危惧ⅠB類)
アブラボテ(環境省:準絶滅危惧)
セボシタビラ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠA類)
カゼトゲタナゴ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,大分県:絶滅危惧ⅠB類)
ハス(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)
ゼゼラ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:情報不足)
ツチフキ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,大分県:絶滅危惧ⅠA類)
ドジョウ(環境省:準絶滅危惧)
ヤマトシマドジョウ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:準絶滅危惧)
アリアケスジシマドジョウ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,大分県:絶滅危惧ⅠB類)

ｷﾞｷﾞ科 アリアケギバチ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾒﾀﾞｶ科 ミナミメダカ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)

ｶｼﾞｶ科 カジカ大卵型(環境省:準絶滅危惧,大分県:絶滅危惧ⅠB類)

ｹﾂｷﾞｮ科 オヤニラミ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,大分県:準絶滅危惧)

ｲﾓﾘ科 アカハライモリ(環境省:準絶滅危惧)

ｱｶｶﾞｴﾙ科 トノサマガエル(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)

ｽｯﾎﾟﾝ科 ニホンスッポン(環境省:情報不足,大分県:情報不足)

哺乳類 ﾈｽﾞﾐ科 カヤネズミ(大分県:準絶滅危惧)

ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ科 ミズゴマツボ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)
コシダカヒメモノアラガイ(環境省:情報不足)
モノアラガイ(環境省:準絶滅危惧)
クルマヒラマキガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,大分県:絶滅危惧Ⅱ類)
ヒラマキガイモドキ(環境省:準絶滅危惧)

ｼｼﾞﾐ科 マシジミ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾋﾗﾀﾋﾞﾙ科 ミドリビル(環境省:情報不足)
キイロサナエ(環境省:準絶滅危惧,大分県:準絶滅危惧)
タベサナエ(環境省:準絶滅危惧)

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科 コガタノゲンゴロウ(環境省：絶滅危惧Ⅱ類,大分県：準絶滅危惧)
ヨコミゾドロムシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)
ゴトウミゾドロムシ(大分県:準絶滅危惧)

ﾓﾉｻｼﾄﾝﾎﾞ科 グンバイトンボ（環境省：準絶滅危惧,熊本県：絶滅危惧ⅠA類）※2
ﾀﾃﾊﾁｮｳ科 オオムラサキ（環境省：準絶滅危惧,大分県：準絶滅危惧）
ｼﾛﾁｮｳ科 ツマグロキチョウ（環境省：絶滅危惧IB類,大分県：準絶滅危惧 ）
ﾊﾅｱﾌﾞ科 ベッコウハナアブ（大分県：準絶滅危惧 ）
ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科 クロゲンゴロウ（環境省：準絶滅危惧,大分県：準絶滅危惧）※2
ｶﾜﾗｺﾞﾐﾑｼ科 カワラゴミムシ（大分県：絶滅危惧Ⅱ類）

ツヤヒラタガムシ（環境省：準絶滅危惧）
スジヒラタガムシ（環境省：準絶滅危惧）

ｺｶﾞﾈﾑｼ科 ヒゲコガネ（大分県：準絶滅危惧 ）
ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科 ヨコミゾドロムシ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類）
ｾｲﾎﾞｳ科 オオセイボウ本土亜種(環境省:情報不足,大分県:準絶滅危惧)

アケボノクモバチ（環境省：情報不足）
アオスジクモバチ（環境省：情報不足）

ﾐﾂﾊﾞﾁ科 クロマルハナバチ（環境省：準絶滅危惧）
クズハキリバチ（環境省：情報不足）
キバラハキリバチ（環境省：準絶滅危惧）

※1：重要種（上流部）：下記の資料の掲載種及び、貴重または保護すべき種として指定されている種
・国、県及び市町指定による天然記念物
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（国際希少野生動植物種,国内希少野生動植物種）
・環境省　第4次レッドリスト2020（植物,鳥類,両生類･爬虫類,哺乳類,底生動物,陸上昆虫類,魚類）
・大分県　大分県の絶滅のおそれのある野生動植物―レッドデータブックおおいた2022
・熊本県　レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物

※2：底生動物調査でも確認された種

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科

ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科

ｺｲ科

陸上昆虫類

ｸﾓﾊﾞﾁ科

ﾊｷﾘﾊﾞﾁ科

底生動物

ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科

ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科

ｶﾞﾑｼ科

両生類･爬虫類

魚　類

鳥類

ﾄﾞｼﾞｮｳ科

ｶﾓ科

ﾁﾄﾞﾘ科

植　物

ﾀｶ科

ﾗﾝ科
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２．筑後川の現状と課題 

表２－３－１（２）   筑後川水系で確認された重要種※ 

【中流部（夜明峡谷から筑後大堰までの区間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 科 重　要　種

チスジノリ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅰ類)
オオイシソウ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
チャイロカワモズク(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
アオカワモズク(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
オキチモズク(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧Ⅰ類)

ﾄｸｻ科 イヌドクサ(佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾎﾝｸﾞｳｼﾀﾞ科 サイゴクホンゴウシダ（福岡県：絶滅危惧ⅠB類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）

ﾓｸﾚﾝ科 コブシ(佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾄﾁｶｶﾞﾐ科 ミズオオバコ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧ⅠB類,佐賀県：準絶滅危惧種）

ﾋﾙﾑｼﾛ科 ササバモ(佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｶﾞﾏ科 ミクリ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠA類)

ｲｸﾞｻ科 ヒメコウガイゼキショウ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
ウキヤガラ(佐賀県:準絶滅危惧種)
ウマスゲ(福岡県:絶滅危惧ⅠA類)
ヤガミスゲ(福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種)
サワヒメスゲ（福岡県：情報不足）
フサナキリスゲ（佐賀県：準絶滅危惧種）
サヤヌカグサ（佐賀県：準絶滅危惧種）
セイタカヨシ(佐賀県:準絶滅危惧種)
イヌアワ(佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科 アズマツメクサ（環境省：準絶滅危惧種）

ﾀｺﾉｱｼ科 タコノアシ（環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）
イヌハギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
クララ(佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ミズマツバ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）
ヒメビシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｱﾌﾞﾗﾅ科 コイヌガラシ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾀﾃﾞ科 コギシギシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ｷｮｳﾁｸﾄｳ科 ロクオンソウ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧ⅠA類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）

ｵｵﾊﾞｺ科 カワヂシャ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ｼｿ科 ミゾコウジュ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ｷｸ科 オナモミ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｶｲﾂﾌﾞﾘ科 カンムリカイツブリ(福岡県:準絶滅危惧)
ササゴイ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
アマサギ(福岡県:準絶滅危惧)
チュウサギ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ｶﾓ科 オシドリ(環境省:情報不足,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾐｻｺﾞ科 ミサゴ(環境省:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
オオタカ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ハイタカ(環境省:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
ノスリ(福岡県:準絶滅危惧)
サシバ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
チュウヒ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ﾊﾔﾌﾞｻ科 ハヤブサ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｷｼﾞ科 ウズラ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:情報不足)

ｸｲﾅ科 ヒクイナ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
イカルチドリ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
タゲリ(福岡県:準絶滅危惧)
タカブシギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
ホウロクシギ(国際希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

コシャクシギ(国際希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠB類)
オオジシギ(環境省:準絶滅危惧)

ｾｲﾀｶｼｷﾞ科 セイタカシギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ科 ツバメチドリ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｶﾓﾒ科 コアジサシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
コミミズク(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)
アオバズク(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｶﾜｾﾐ科 ヤマセミ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾂﾊﾞﾒ科 コシアカツバメ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾖｼｷﾘ科 オオヨシキリ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾂﾘｽｶﾞﾗ科 ツリスガラ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ科 スナヤツメ南方種(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｳﾅｷﾞ科 ニホンウナギ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ゲンゴロウブナ(環境省:絶滅危惧ⅠB類)
ヤリタナゴ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
アブラボテ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
カネヒラ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
セボシタビラ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠA類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ニッポンバラタナゴ(環境省:絶滅危惧ⅠA類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
カゼトゲタナゴ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ハス(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)
ヌマムツ(福岡県:準絶滅危惧)
ウグイ(福岡県:情報不足)
カワヒガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)
ゼゼラ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧)
ツチフキ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
ドジョウ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類)
ヤマトシマドジョウ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
アリアケスジシマドジョウ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ギギ(福岡県:準絶滅危惧)
アリアケギバチ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｱﾕ科 アユ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾒﾀﾞｶ科 ミナミメダカ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｻﾖﾘ科 クルメサヨリ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｹﾂｷﾞｮ科 オヤニラミ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｶﾜｱﾅｺﾞ科 カワアナゴ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾊｾﾞ科 カワヨシノボリ(佐賀県:準絶滅危惧種)

ｻｷﾞ科

ﾁﾄﾞﾘ科

ｺｲ科

魚　類

ｷﾞｷﾞ科

植　物

紅藻綱

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科

ｲﾈ科

ﾀｶ科

ﾏﾒ科

ﾐｿﾊｷﾞ科

ﾄﾞｼﾞｮｳ科

ﾌｸﾛｳ科

鳥　類

ｼｷﾞ科
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２．筑後川の現状と課題 

表２－３－１（３）   筑後川水系で確認された重要種※ 

【中流部（夜明峡谷から筑後大堰までの区間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 科 重　要　種

トノサマガエル(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:情報不足種)
ツチガエル(福岡県:準絶滅危惧)

ｽｯﾎﾟﾝ科 ニホンスッポン(環境省:情報不足,福岡県:情報不足,佐賀県:情報不足種)
ハタネズミ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:情報不足種)
カヤネズミ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｲﾇ科 キツネ(福岡県:準絶滅危惧)
マルタニシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧)
オオタニシ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ科 ミズゴマツボ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:情報不足種)
コシダカヒメモノアラガイ(環境省:情報不足,福岡県:情報不足)
モノアラガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
ヒラマキミズマイマイ(環境省:情報不足,福岡県:情報不足)
クルマヒラマキガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
ヒラマキガイモドキ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ｵｶﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科 ナガオカモノアラガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
ニセマツカサガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類)
ササノハガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)
マツカサガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ｼｼﾞﾐ科 マシジミ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾋﾗﾀﾋﾞﾙ科 ミドリビル(環境省:情報不足)
アオサナエ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
ホンサナエ(福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:準絶滅危惧種)
タベサナエ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ﾅﾍﾞﾌﾞﾀﾑｼ科 トゲナベブタムシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｴｸﾞﾘﾄﾋﾞｹﾗ科 ヒメトビイロトビケラ(福岡県:情報不足)

ｼﾞｸﾞﾓ科 ワスレナグモ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：情報不足）

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ベニイトトンボ（環境省：準絶滅危惧）

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ムスジイトトンボ（佐賀県：準絶滅危惧種）

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科 ナゴヤサナエ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：準絶滅危惧種）※2

ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ科 キイロヤマトンボ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種）※2

ﾖｺﾊﾞｲ科 フクロクヨコバイ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ﾂﾁｶﾒﾑｼ科 シロヘリツチカメムシ（環境省：準絶滅危惧,佐賀県：情報不足種）

ﾐｽﾞﾑｼ科 オモナガコミズムシ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ｺｵｲﾑｼ科 コオイムシ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）

ﾀｲｺｳﾁ科 ミズカマキリ（福岡県：準絶滅危惧）

ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ科 オオシマトビケラ（福岡県：準絶滅危惧）※2

ﾏﾀﾞﾗｶﾞ科 ヤホシホソマダラ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ科 シルビアシジミ（環境省：絶滅危惧IB類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：準絶滅危惧種）

ｼﾛﾁｮｳ科 ツマグロキチョウ（環境省：絶滅危惧IB類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ﾂﾊﾞﾒｶﾞ科 ギンツバメ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ﾔｶﾞ科 ギンモンアカヨトウ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類）
マイマイカブリ（福岡県：準絶滅危惧）
オサムシモドキ（福岡県：準絶滅危惧）
カンムリセスジゲンゴロウ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）
コガタノゲンゴロウ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）※2

ウスイロシマゲンゴロウ（福岡県：準絶滅危惧）※2
コマルケシゲンゴロウ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）
キベリクロヒメゲンゴロウ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）
キベリマメゲンゴロウ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧ⅠＢ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種）※2

ｺｶﾞﾈﾑｼ科 オオサカスジコガネ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）
キベリナガアシドロムシ（福岡県：準絶滅危惧）
ヨコミゾドロムシ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：準絶滅危惧,佐賀県：準絶滅危惧種）※2
アワツヤドロムシ（福岡県：準絶滅危惧）

ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ科 ニセキベリコバネジョウカイ（福岡県：準絶滅危惧）

ｼｮｳｶﾞｲﾓﾄﾞｷ科 ベニオビジョウカイモドキ（福岡県：準絶滅危惧）

ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ヤマトアシナガバチ（環境省：情報不足）
アケボノクモバチ（環境省：情報不足）
アオスジクモバチ（環境省：情報不足）

ﾊｷﾘﾊﾞﾁ科 ネジロハキリバチ（福岡県：情報不足）

※1：重要種（下流部）：下記の資料の掲載種及び、貴重または保護すべき種として指定されている種
・国、県及び市町指定による天然記念物
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（国際希少野生動植物種,国内希少野生動植物種）
・環境省　第4次レッドリスト2020（植物,鳥類,両生類･爬虫類,哺乳類,底生動物,陸上昆虫類,魚類）
・福岡県　福岡県の希少野生生物―福岡県レッドデータブック2011（植物,鳥類,哺乳類）
・福岡県　福岡県の希少野生生物―福岡県レッドデータブック2014（魚類,両生類･爬虫類,底生動物,陸上昆虫類）
・佐賀県　佐賀県レッドリスト2003（鳥類,両生類･爬虫類,哺乳類,底生動物,陸上昆虫）
・佐賀県　佐賀県レッドリスト2020（植物）
・佐賀県　佐賀県レッドリスト汽水・淡水魚類編2016（魚類）

底生動物

両生類･爬虫類
ｱｶｶﾞｴﾙ科

ﾈｽﾞﾐ科
哺乳類

ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科

ｲｼｶﾞｲ科

ﾀﾆｼ科

ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科

※2：底生動物調査でも確認された種

陸上昆虫類 ｵｻﾑｼ科

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科

ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科

ｸﾓﾊﾞﾁ科
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２．筑後川の現状と課題 

表２－３－１（４）   筑後川水系で確認された重要種※ 

【下流部（筑後大堰から河口までの区間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 科 重　要　種

紅藻綱 チスジノリ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧Ⅰ類 ）

ｲｸﾞｻ科 ヒメコウガイゼキショウ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科 イセウキヤガラ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ｲﾈ科 セイタカヨシ（佐賀県：準絶滅危惧種）

ﾀｺﾉｱｼ科 タコノアシ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ﾊﾞﾗ科 ワレモコウ（佐賀県：準絶滅危惧種）

ｱｵｲ科 ハマボウ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ｱﾌﾞﾗﾅ科 コイヌガラシ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ｲｿﾏﾂ科 ハマサジ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種）

ﾀﾃﾞ科 コギシギシ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）

ﾅﾃﾞｼｺ科 ウシオツメクサ（福岡県：絶滅危惧ⅠＡ類）
シチメンソウ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧ⅠＢ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種）
ヒロハマツナ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：絶滅危惧ⅠＢ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）

ﾋﾙｶﾞｵ科 アオイゴケ（福岡県：準絶滅危惧）
ヒシモドキ（環境省：絶滅危惧IB類,福岡県：絶滅危惧ⅠＡ類,佐賀県：準絶滅危惧種）
カワヂシャ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）

ｼｿ科 ミゾコウジュ（環境省：準絶滅危惧,福岡県：準絶滅危惧）
フクド（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）
オグルマ（福岡県：絶滅危惧Ⅱ類）
ウラギク（環境省：準絶滅危惧,福岡県：絶滅危惧ⅠＢ類,佐賀県：準絶滅危惧種）
オナモミ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）

ｶｲﾂﾌﾞﾘ科 カンムリカイツブリ(福岡県:準絶滅危惧)
ササゴイ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
アマサギ(福岡県:準絶滅危惧)
チュウサギ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
ヘラサギ(環境省:情報不足,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:準絶滅危惧種)
クロツラヘラサギ(国内希少野生動植物種、環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ツクシガモ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
トモエガモ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾐｻｺﾞ科 ミサゴ(環境省:準絶滅危惧種,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ハチクマ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ハイタカ(環境省:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
サシバ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
チュウヒ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ﾊﾔﾌﾞｻ科 ハヤブサ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｸｲﾅ科 ヒクイナ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
シロチドリ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧)
ケリ(環境省:情報不足,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅の恐れがある地域個体群)
タゲリ(福岡県:準絶滅危惧)
ハマシギ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
キリアイ(佐賀県:準絶滅危惧種)
ツルシギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)
アカアシシギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
オオソリハシシギ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧)
ダイシャクシギ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ホウロクシギ(国際希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ズグロカモメ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
コアジサシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ﾌｸﾛｳ科 コミミズク(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾂﾊﾞﾒ科 コシアカツバメ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾖｼｷﾘ科 オオヨシキリ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾂﾘｽｶﾞﾗ科 ツリスガラ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾔﾂﾒｳﾅｷﾞ科 スナヤツメ南方種(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｳﾅｷﾞ科 ニホンウナギ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ﾆｼﾝ科 ヒラ(福岡県:情報不足)

ｶﾀｸﾁｲﾜｼ科 エツ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ゲンゴロウブナ(環境省:絶滅危惧ⅠB類)
カネヒラ(福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
ニッポンバラタナゴ(環境省:絶滅危惧ⅠA類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
カゼトゲタナゴ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
カワバタモロコ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ハス(環境省:絶滅危惧Ⅱ類)
ゼゼラ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県：準絶滅危惧)
ツチフキ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｱﾕ科 アユ(福岡県:準絶滅危惧)
アリアケシラウオ(環境省:絶滅危惧ⅠA類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
アリアケヒメシラウオ(国内希少野生動植物種,環境省:絶滅危惧ⅠA類,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾒﾀﾞｶ科 ミナミメダカ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｻﾖﾘ科 クルメサヨリ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｶｼﾞｶ科 ヤマノカミ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｹﾂｷﾞｮ科 オヤニラミ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｽｽﾞｷ科 スズキ(環境省:絶滅のおそれのある地域個体群,佐賀県:絶滅のおそれのある地域個体群)
タビラクチ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ムツゴロウ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:準絶滅危惧)
トビハゼ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)
ワラスボ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
チワラスボ(環境省:絶滅危惧ⅠB類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
エドハゼ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ハゼクチ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
マサゴハゼ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
ショウキハゼ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｳｼﾉｼﾀ科 コウライアカシタビラメ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾌｸﾞ科 トラフグ(福岡県:準絶滅危惧)

両生類･爬虫類 ｽｯﾎﾟﾝ科 ニホンスッポン(環境省:情報不足,福岡県:情報不足,佐賀県:情報不足種)

ﾈｽﾞﾐ科 カヤネズミ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｲﾇ科 キツネ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾈｽﾞﾐｲﾙｶ科 スナメリ(国際希少野生動植物種,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

鳥　類

ﾄｷ科

ｶﾓ科

ｶﾓﾒ科

魚　類

ｼﾗｳｵ科

ｻｷﾞ科

ﾁﾄﾞﾘ科

ｼｷﾞ科

ｺｲ科

ﾀｶ科

植物

ﾋﾕ科

ｵｵﾊﾞｺ科

ｷｸ科

哺乳類

ﾊｾﾞ科
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２．筑後川の現状と課題 

表２－３－１（５）   筑後川水系で確認された重要種※ 

【下流部（筑後大堰から河口までの区間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  類 科 重　要　種

ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ科 ヒロクチカノコガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ｳﾐﾆﾅ科 ウミニナ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
シマヘナタリガイ(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
カワアイガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
クロヘナタリガイ(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
カワグチツボ(環境省:準絶滅危惧)
ワカウラツボ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
クリイロカワザンショウガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ヒラドカワザンショウガイ(佐賀県:準絶滅危惧種)
イヨカワザンショウガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ヒナタムシヤドリカワザンショウガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)

アズキカワザンショウガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ科 エドガワミズゴマツボ(環境省:準絶滅危惧)

ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ科 マルテンスマツムシ(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類)

ｲｿｱﾜﾓﾁ科 センベイアワモチ(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ナラビオカミミガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
オカミミガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
キヌカツギハマシイノミガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾌﾀﾏｲﾏｲ科 ウミマイマイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科 モノアラガイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科 ヒラマキガイモドキ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
ササゲミミエガイ(環境省:絶滅危惧Ⅰ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
ハイガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ｲｶﾞｲ科 コケガラス(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
スミノエガキ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)
シカメガキ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ﾁﾄﾞﾘﾏｽｵ科 クチバガイ(環境省:準絶滅危惧)

ﾆｯｺｳｶﾞｲ科 テリザクラガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:絶滅危惧Ⅰ類種)

ﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ科 ウネナシトマヤガイ(環境省:準絶滅危惧)
ヤマトシジミ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)
マシジミ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ﾊﾅｸﾞﾓﾘ科 ハナグモリガイ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:準絶滅危惧種)
アリアケカワゴカイ(福岡県:準絶滅危惧)
ウチワゴカイ(福岡県:情報不足)
イトメ(福岡県:情報不足)

ﾋﾗﾀﾋﾞﾙ科 ミドリビル(環境省:情報不足)

ｸﾙﾏｴﾋﾞ科 シバエビ(佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ科 フタツトゲテッポウエビ(福岡県:絶滅危惧ⅠA類)

ﾍｲｹｶﾞﾆ科 ヘイケガニ(佐賀県:準絶滅危惧種)

ﾒﾅｼﾋﾟﾝﾉ科 メナシピンノ(福岡県:準絶滅危惧)

ﾑﾂﾊｱﾘｱｹｶﾞﾆ科 アリアケガニ(福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
アリアケモドキ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類)

ｺﾒﾂｷｶﾞﾆ科 ハラグクレチゴガニ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧,佐賀県:準絶滅危惧種)
シオマネキ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ハクセンシオマネキ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県:情報不足種)
ハマガニ(福岡県:準絶滅危惧)
ヒメアシハラガニ(福岡県:準絶滅危惧)
クシテガニ(福岡県:準絶滅危惧)
ベンケイガニ(福岡県:絶滅危惧)
ヒメケフサイソガニ(佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)
ヒメモクズガニ(福岡県:絶滅危惧ⅠA類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ科 タベサナエ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:準絶滅危惧)

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科 キベリマメゲンゴロウ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠB類,佐賀県:絶滅危惧Ⅱ類種)

ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ科 キイロヤマトンボ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅱ類種）

ﾖｺﾊﾞｲ科 フクロクヨコバイ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）

ｻｼｶﾞﾒ科 オオアシナガサシガメ(環境省:準絶滅危惧）

ﾐｽﾞﾑｼ科 オモナガコミズムシ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）

ﾎﾞｸﾄｳｶﾞ科 ハイイロボクトウ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧ⅠＡ類）

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ科 シルビアシジミ(環境省:絶滅危惧IB類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：準絶滅危惧種）

ﾂﾊﾞﾒｶﾞ科 ギンツバメ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）
カンムリセスジゲンゴロウ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）
コガタノゲンゴロウ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類,佐賀県：絶滅危惧Ⅰ類種）
ウスイロシマゲンゴロウ(福岡県:準絶滅危惧）
マルケシゲンゴロウ(環境省:準絶滅危惧,福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）

ﾊﾈｶｸｼ科 オオツノハネカクシ(環境省:情報不足）

ｺｶﾞﾈﾑｼ科 オオサカスジコガネ(福岡県:絶滅危惧Ⅱ類）
ケスジドロムシ(環境省:絶滅危惧Ⅱ類,福岡県:準絶滅危惧）
アワツヤドロムシ(福岡県:準絶滅危惧）

ｱﾘﾓﾄﾞｷ科 アリアケホソヒメアリモドキ(福岡県:準絶滅危惧）

ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ヤマトアシナガバチ(環境省:情報不足）
アケボノクモバチ(環境省:情報不足）
アオスジクモバチ(環境省:情報不足）

※重要種（下流部）：下記の資料の掲載種及び、貴重または保護すべき種として指定されている種
・国、県及び市町指定による天然記念物
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（国際希少野生動植物種,国内希少野生動植物種）
・環境省　第4次レッドリスト2020（植物,鳥類,両生類･爬虫類,哺乳類,底生動物,陸上昆虫類,魚類）
・福岡県　福岡県の希少野生生物―福岡県レッドデータブック2011（植物,鳥類,哺乳類）
・福岡県　福岡県の希少野生生物―福岡県レッドデータブック2014（魚類,両生類･爬虫類,底生動物,陸上昆虫類）
・佐賀県　佐賀県レッドリスト2003（鳥類,両生類･爬虫類,哺乳類,底生動物,陸上昆虫）
・佐賀県　佐賀県レッドリスト2020（植物）

・佐賀県　佐賀県レッドリスト汽水・淡水魚類編2016（魚類）

ｼｼﾞﾐ科

底生動物

ｽﾅｶﾞﾆ科

ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ科

ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ科

ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ科

ｷﾊﾞｳﾐﾆﾅ科

ﾋﾒﾄﾞﾛﾑｼ科

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ科

ｸﾓﾊﾞﾁ科

陸上昆虫類

ｺﾞｶｲ科

ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ

科

ｵｶﾐﾐｶﾞｲ科

ﾜｶｳﾗﾂﾎﾞ科

ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科

ｻﾝｶｸｻﾙﾎﾞｳ科
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２．筑後川の現状と課題 

（２）水質 

筑後川の水質は、河川の一般的な水質指標である BOD（75％値）※1 でみると、平成

6 年の渇水時を除いて、平成 3 年頃から各地点とも環境基準値※2 を概ね満足していま

す。また、ダム湖の一般的な水質指標である COD（75％値）※3 でみると、松原ダムでは

平成 14 年及び平成 30 年を除いて環境基準値を満足しています。これらの環境基準

による指標で見た場合、水質は良好な状態に保たれています。 

久留米市街地等では、都市化等による水質汚濁負荷の増大により水質が悪化した

ことなどから、自治体による下水道が整備されました。また、水質が著しく悪い支川池

町川、高良川及び下弓削川では、河川浄化施設等を整備しました。しかし、支川の中

には水質汚濁が改善できていない河川もあることから、支川を含めた流域全体での水

質向上に向けた取り組みが必要です。 

松原ダム、下筌ダム及び寺内ダム湖では、アオコ等の発生が見られたため、曝気循

環装置※4 や選択取水設備※5 等の水質保全策を実施しました。なお、松原ダム湖にお

いては水道及び水産の利用があることから、湖沼 A・湖沼Ⅲに類型指定されていま

す。 

水質は環境基準値を満足しているものの、筑後川上流域では、温泉や別荘等の増

加も見られることから、ダム湖等の水質への影響が懸念されます。 

また、近年では、環境基準値での水質評価のみならず、におい、色、ぬめりなどの

指標を用いた水質調査を地域住民と連携して実施するなど、新しい取り組みを始めて

います。 

 

 

 

 

※1.BOD（生物化学的酸素要求量）は、水中の有機物等を微生物が分解するときに消費する酸素量のことで、河

川等の汚濁の程度を表す指標として用いられ、その値が大きいほど水質汚濁が進行していることになりま

す。一般的に、水質の良いものから 12個（1月～12月）並べたとき、水質の良い方から 9番目の値（75％

値）で評価します。 

※2.環境基準値は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、国が

設定したものです。 

※3.COD（化学的酸素要求量）は、水中の有機物等を酸化剤で酸化するときに消費される酸素量のことで、海域

や湖沼等の汚濁の程度を表す指標として用いられ、その値が大きい程水質汚濁が進行していることになり

ます。一般的に、水質の良いものから 12個（1月～12月）並べたとき、水質の良い方から 9番目の値（75％

値）で評価します。 

※4.曝気循環装置は、低層水の溶存酸素量（DO）の低下時における着色減少および植物プランクトンの増殖を

抑制するため、ダム湖内に空気を噴出して循環流を発生させる装置です。 

※5.選択取水設備は、ダム湖の濁度や水温等の状況に応じて、任意の深さから取水を可能とする設備です。 

 

73



２．筑後川の現状と課題 

    表２－３－２    環境基準類型指定状況（環境省告示による） 

名 称 水 域 基準地点 類 型※1 達成期間
※2 

指定年月日 摘 要

筑後川水系の 
筑後川 

松原ダム貯水池 

（梅林湖）全域 
― 湖沼Ａ イ H15.3.27  

松原ダム貯水池 

（梅林湖）全域 
― 湖沼Ⅲ イ H15.3.27  

筑後川（１） 
松原ダムより上流 

杖立 河川ＡＡ イ S48.3.31  

筑後川（２） 
松原ダムから豆津橋まで 

三隈大橋 
瀬ノ下 

河川Ａ イ S48.3.31  

筑後川（３） 
豆津橋より下流 

六五郎橋 河川Ｂ ロ S48.3.31  

筑後川水系の 
宝満川 

宝満川（１） 
原川合流点より上流 

岩本橋 河川Ａ イ S48.3.31  

宝満川（２） 
原川合流点より下流 

酒井東橋

下野 
河川Ｂ ロ S48.3.31  

※1.河川ＡＡ；ＢＯＤ濃度 1mg/L 以下、河川Ａ；ＢＯＤ濃度 2mg/L 以下、河川Ｂ；ＢＯＤ濃度 3mg/L 以下、 

湖沼Ａ；ＣＯＤ濃度 3mg/L 以下、湖沼Ⅲ；全窒素 0.4mg/L 以下，全燐 0.03mg/L 以下 

※2.イ；直ちに達成、ロ；5年以内で可及的すみやかに達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－１０  環境基準地点及び類型指定（環境省告示による） 
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２．筑後川の現状と課題 

図２－３－１１（１） 松原ダムにおける水質(COD75%値)の経年変化

図２－３－１１（２） 筑後川の各地点における水質(BOD75%値)の経年変化
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２．筑後川の現状と課題 

※.水源地域ビジョンとは、ダムを活かした水源地域の自立的、持続的な活性化を図り、流域内の連携と交流によるバランス

のとれた流域圏の発展を図ることを目的として、ダム水没地域の自治体、地域住民等がダム事業者・管理者と共同で策

定主体となり、下流の自治体、住民及び関係行政機関に参加を呼びかけながら策定する水源地域活性化のための行動計

画です。 

２．３．２ 河川空間の利用 

（１）河川空間の利用 

①上流部（下筌ダムから夜明峡谷までの区間） 

松原ダム及び下筌ダムのダム湖周辺では森と湖の祭典、遊覧船の運航及び桜まつり等が

行われ、地域における貴重な水辺空間として利用されています。松原ダム及び下筌ダムは

平成 13 年度に水源地域ビジョン※策定ダムの指定を受け、ダムを活かした水源地域の自立

的・持続的な活性化を図るための取り組みを推進しています。 

松原ダム下流では、日田市大山町に整備された西大山水辺プラザ周辺での親水空間とし

ての利用のほか、アユ釣り等が行われています。 

日田市街部では、観光を目的とした屋形船及びアユ簗
やな

等に利用され、水郷
すいきょう

日田の夏の

風物詩となっています。また、日田温泉周辺の河川は、散策、花火大会や三隈川リバーフェ

スタ等のイベント、環境学習及び自然体験活動等の場として盛んに利用されています。さら

に、庄手川沿いの隈町
くままち

は、日田市の「都市景観形成地区」に指定されており、河川を整備す

る場合は川沿いの街並みと調和した景観への配慮が求められます。 

支川花月川沿いの日田市豆田町
ま め だ ま ち

は、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定され、

多くの観光客が訪れます。近年の花月川の整備により水辺空間も、千年あかり等のイベント、

憩いの場として利用されるようになってきています。 

夜明峡谷にある夜明ダムの堪水区間は、水上スポーツ、レクレーションに適した水面を有

しており、カヌー等の練習、競技等の場として利用されています。 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－４１ 屋形船（日田市） 写真２－３－４２ 鮎やな（日田市） 

写真２－３－３９ 

西大山水辺プラザ（日田市） 
写真２－３－４０ 

台霧の瀬（日田市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
道の駅「水辺の郷おおやま」としても、連日多く

の人でにぎわっています。 

日田市若宮町は、平成29年に「都市・地域再生等

利用区域」に指定され、鮎やなの魅力を伝えてい

ます。 

日田市の台霧大橋下流の水辺の整備にあたっては、

計画から設計、施工及び維持管理まで、地域住民

が参加しました。 

日田温泉周辺の筑後川（三隈川）に浮かぶ屋形船

は、水郷日田を代表する風物詩として観光客を楽

しませています。 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－４３ 

鵜飼（うきは市、朝倉市） 

写真２－３－４４ 

久留米リバーサイドパーク（久留米市）

写真２－３－４６ 花火大会（久留米市）写真２－３－４５ ゴルフ場（久留米市） 

②中流部（夜明峡谷から筑後大堰までの区間） 

久留米市街部から上流では、アユ釣り、グランドゴルフ及び花火大会などのイベント等に

利用されています。また、筑後川沿いに立地する筑後川温泉及び原鶴温泉周辺では、観光

を目的とした屋形船及び鵜飼に利用されています。 

久留米市街部においては、広い高水敷が久留米リバーサイドパーク（都市公園・運動施

設）、ゴルフ場及びサイクリングロード等として整備され、スポーツ、散策、レジャー及びレクレ

ーション等で利用されるほか、マラソン大会、花火大会及び竹イカダレース等の様々なイベ

ントに活用されています。 

また、久留米市宮ノ陣地区は、平成 27 年にかわまちづくり計画が登録され、河川敷でのス

ポーツ大会や各種イベントが開催可能な多目的広場、筑後川にふれあう水辺、散策路等の

整備が進められています。また、うきは市大石地区は、令和 2 年にかわまちづくり計画が登

録され、温泉施設とともに地域の魅力の向上、観光振興の促進を図るために、高水敷や散

策路の整備が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑後川温泉、原鶴温泉では、屋形船、鵜飼などで筑

後川が利用され、筑後川の夏の風物詩となっていま

す。 

久留米市民の貴重なオープンスペースとし

て散策、スポーツなどに利用されています。

花火大会の他、多彩なイベントにも利用されてい

ます。 

筑後川河畔に広がるゴルフ場は、平日、休日を問

わず多くのゴルファーに利用されています。 
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２．筑後川の現状と課題 

順位 選択肢 回答数

1 子どもたちの自然体験・環境学習 736

2 散歩・ジョギング・サイクリング 695

3 自然観察・休憩休息 589

4 地域での様々なイベント 357

5 遊覧船・屋形船・カヌー・ボート遊び 344

6 キャンプ・バーベキュー 115

7 その他 39

8 わからない 26

9 利用されなくてよい 9

2,910回答総数

0 500 1000

写真２－３－４７ 水上オートバイの利用状況（久留米市）

筑後川の利用についての質問に対して、回答数が最も多いのは「子どもたちの自然体験・環境学習」

（25.3％）であり、以下「散歩・ジョギング・サイクリング」（23.9％）、「自然観測・休憩休息」（20.2％）、

「地域での様々なイベント」（12.3％）の順となっています。 

問．筑後川がどのように利用されればよいと思いますか。（複数回答可）

さらに、近年では、中流域の自治体が相互に連携して「筑後川中流域未来空間形成基本

構想（筑後川中流域未来空間形成計画検討協議会）」を立案するなど、筑後川を活用して

広域的な地域活性化を図ろうとする気運が高まっています。 

また、筑後川と地域住民との係わりが薄れてきたなか、地域住民からは、スポーツ及びイベ

ント等での河川利用のみならず、子どもたちの環境学習及び自然体験活動の場としての筑

後川の利用並びに山田堰等の歴史的構造物を活用した歴史学習の場及び憩いの空間等と

して、多様な活用が期待されています。 

 

 

 

 

多くの人々が楽しく筑後川を利用できるように、各利用者間の協力

により、安全と秩序を確保していくためのルールづくりが進められ

ています。 

図２－３－４   第 1次筑後川流域１万人会議でのアンケート結果（平成16、17年度に実施）
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－４８ 
筑後川総合運動公園（大川市） 

写真２－３－４９ エツ漁（大川市） 

③下流部（筑後大堰から河口までの区間） 

筑後大堰から下流部では、漁船等の航路、停泊地等としての利用のほか、河川敷にはゴ

ルフ場が整備され、多くの地域住民に利用されています。また、筑後川下流のエツ漁及びエ

ツ料理を楽しむ遊覧船は、初夏の風物詩として有名です。大川市等の市街部においては、

運動施設や公園等が整備され、スポーツ、散策及びイベント等に利用されています。 

また、決められた停泊施設以外での船舶の不法係留、放置船及び廃棄船等もみられ、公

共空間の利用の妨げになるとともに、洪水時に漂流し、施設等への損傷を与える恐れがあ

るため、適切な対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、筑後川と地域住民との係わりが薄れてきたなか、干潟やヨシ原等がある水辺は、潮

の干満等の自然の営みを体験することができるため、子どもたちの環境学習及び自然体験

の場としての活用が期待されます。さらに、昇開橋
しょうかいきょう

、荒籠
あ ら こ

及びデ・レーケ導流堤等の歴史的

施設は、自然に挑んだ先人の苦労を現在に伝える貴重なものとして、歴史学習及び観光へ

の活用が期待されます。 

 

 

 

 

大川市大野島では広大な高水敷にグラウンド、

駐車場及び散策路等が整備され、多くの人々に

利用されています。 

5月から7月にかけて産卵のために遡上してくる

エツを捕獲し、船上で調理する遊覧船は、筑後川

下流の初夏の風物詩となっています。 
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２．筑後川の現状と課題 

順位 選択肢 回答数

1 広い堤防道路 596

2 トイレ 509

3 木陰・並木 437

4 散策路 365

5 駐車場 294

6 ベンチ（いす） 236

7 親水施設 189

8 案内板 143

9 転落防止柵 139

10 水道 89

11 特にない 51

12 その他 48

13 売店等 35

14 坂道 15

3,146回答総数

0 500 1000

写真２－３－５０   舟運体験乗船会（久留米市） 

久留米市では、本格的な舟運復活を目指し、社会実験としての

体験乗船会が開催されています。 

筑後川の利用する上であったらよいと思うものはという質問に対して、回答数が最も多いのは「広い堤

防道路」（18.9％）であり、以下「トイレ」（16.2％）、「木陰・並木」（13.9％）、「散策路」（11.6％）、「駐

車場」（9.3％）の順となっています。 

問．利用する上であったらよいと思うものは。（複数回答可） 

④兼用道路、河川舟運 

筑後川の中下流の堤防の多くは、国道、県道及び市町道にも利用され、地域の重要な交

通基盤となっています。このため、地域住民等からは河川堤防の整備と一体となった道路拡

幅等の期待が寄せられています。 

また、久留米市等では、「久留米地域舟運再生検討委員会」の提言等を踏まえ、非日常の

眺めや郷土料理の提供及び観光資源を結ぶ手段等の観光振興並びに自然環境学習のた

めの舟運計画を地域再生計画に盛り込み、平成16 年 12 月に認定されています。さらに、大

川市等の下流域においても、河川舟運に対して関心が高まっています。 

 

 

 

図２－３－５   第 1次筑後川流域１万人会議でのアンケート結果（平成16、17年度に実施）
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－５１  筑後大堰に流れ着いたゴミ 

筑後川を流れてくるゴミには、草木等の自然系のゴミ

のほか、ペットボトル及び発泡スチロール等の生活系

のゴミが含まれています。 

（２） 河川に流入、投棄されるゴミ等 

筑後川の流域に捨てられたゴミは、支川及び排水路等を通じて筑後川に流入することから、

下流部では、多量のゴミの処理に労力と費用を要しているとともに、河川利用上の支障とも

なっています。筑後大堰で回収処理されるゴミの量は年間約 2,000ｍ3 にも及びます。 

また、市街地に近く、人目につきにくい河川敷を中心に、廃棄物等の不法投棄が絶えませ

ん。不法投棄は、著しく河川環境を悪化させ、場合によっては、治水上の支障ともなります。

筑後川では、毎年 1,000 件程度の不法投棄を処理していますが、不法投棄を未然に防止す

る対策が必要不可欠です。このため、日常の河川巡視のほか、ゴミマップを作成し、河川美

化意識の啓発などに取り組んでいます。 
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２．筑後川の現状と課題 
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２．筑後川の現状と課題 

順位 選択肢 回答数

1 ゴミが多い 515

2 浅い場所や砂地がない 393

3 水が汚い 369

4 水辺に近づけない 359

5 草や樹木が多い 269

6 コンクリート化している 269

7 水量が少ない 204

8 くさい 61

9 その他 53

10 わからない 31

2,523回答総数

0 200 400 600

写真２－３－５３ 
 住民による河川美化活動 

ゴミ投棄件数

2,842件

一般ゴミ

35%

家電

17%

粗大ゴミ

12%

不燃ゴミ

10%

自転車

10%

タイヤ

6%

自動車

4%

その他

6%

（H13年度～H15年度

の合計）

筑後川の悪いところについての質問に対しては、回答数が分散しているが最も多いのは「ゴミが多い」

（20.4％）であり、以下「浅い場所や砂地が少ない」（15.6％）、「水が汚い」（14.6％）、「水辺に近づけ

ない」（14.2％）、「コンクリート化している」（10.7％）、「草や樹木が多い」（10.7％）の順となってい

問．筑後川の悪いところはどんなところですか。（複数回答可） 

写真２－３－５２ 廃棄物の不法投棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミに対する地域住民の関心は高く、ボランティア

による流域内の一斉清掃が昭和 61 年より実施され、

毎年 2 万人以上が参加しています。また、地域住民

等が継続的に河川美化活動を実施するアダプトプロ

グラム※に、平成 25 年 9 月時点で 51 団体、約 2,430

人が登録されています。こうした河川美化活動に地

域住民等が参加していくことで、不法投棄の減少に

つながります。 

図２－３－８   第 1次筑後川流域１万人会議でのアンケート結果（平成16、17年度に実施）

図２－３－７ 

投棄ゴミの分類（H13年度～H15年度） 

河川敷内に投棄されるゴミは一般ゴミが約1/3を占めますが、家電、

粗大ゴミ、自転車等の大型廃棄物等の投棄も目立ちます。 

筑後川における、アダプトプログラムへの

登録数は、九州の一級水系で第一位を誇り

ます。 

※.アダプトプログラムとは、地域住民と行政が協働で進める継続的な河川美化活動のことで、地域住民等が、

河川をその地域の財産として、ボランティアによる美化活動（清掃等）を行い、行政がそれをサポートす

るものです。 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－５５  菜の花のある筑後川の風景 

（久留米市北野町付近）

写真２－３－５７  昇開橋のある筑後川の風景

（大川市、佐賀市）

春になると筑後川の堤防や河川敷には菜の花が咲き乱

れ、筑後川の風物詩となっています。 

昇開橋は、舟運に配慮して建造された昇降式の鉄道

橋で、河川空間と調和して特徴的な景観を形成して

います。 

２．３．３ 河川の景観 

筑後川には、自然の営みによって形成された瀬、淵、ワンド、河原、中洲、植物により形成さ

れる四季折々の風景等の自然景観のほか、治水、利水、舟運及び漁業等、人々が自然と係

わり合うことで生まれる「営みの景観」があります。平成 16 年の景観法の制定後、福岡県は、県

内で先行して「筑後田園都市推進評議会」を設置して、筑後地域の「筑後景観憲章」を策定し

ました。また、平成 21 年には流域市町村・県・国・地域団体・ＮＰＯ等で「筑後川流域テーマ協

定」を締結し、平成 22 年 10 月に「筑後川流域景観計画」を策定しました。地域住民の筑後川

の景観に対する関心も高く、筑後川が地域の景観を形づくる上でも重要な役割を担っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－３－５６  水天宮周辺の風景（久留米市） 

庄手川沿いの隈町
くままち

は、日田市の「都市景観形成地

区」に指定されており、水辺の石垣や散策路等が水

郷の情緒を醸し出しています。 

写真２－３－５４ 庄手川沿いの風景（日田市） 

久留米市瀬ノ下にある水天宮は、全国水天宮の総本宮

として知られており、境内の森と石積みの護岸が調和

した趣のある景観を形成しています。 
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２．筑後川の現状と課題 

写真２－３－５８ 
巨瀬川下流部（旧筑後川）の風景 

写真２－３－５９ 
湖畔の緑と調和した鎮西湖

ち ん ぜ い こ

（旧筑後川）

 

 

巨瀬川下流域や鎮西湖周辺は、耳納連山の山並み、水辺の緑及び田園風景等の筑後川の原風景と調和した、

穏やかで美しい河川景観を呈しています。 
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